
書式第12号 (法第28条関係 )

令和 4年度(23期 )事 業 報 告 書

(令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで)

特定非営利活動法人 SOS総合相談グループ
1.事業の成果

第 23期は、前半はコロナの影響を強く受け、後半においてはアフターコロナに向けての手探りの事

業展開を余儀なくされました。そのような不安定な状況のなか SOSの活動においても期初に策定した
「事業計画」の遂行には少なからず影響を受けましたが、ここ数年の経験を活かし各分野で着実に成果
を上げてまいりました。

(1)相談業務においては、相談実績は2,723件となり過去最高の相談件数を記録した第 20期の 2,848

件に迫る勢いとなりました。

(2)事業推進業務においては1社の解約のやむなきに至りましたが、2社の新規契約が獲得できました。
また、SOSの新規業務として力を入れてまいりました契約先へのセミナーの提供についても9件、
900千円の売り上げ計上をすることが出来ました。

(3)研究・研修業務につきましては、SOS会員としての連帯感の醸成と異分野の会員との間の相互交流

を促進するための施策として、部会長意見交換会での議論を経て「部会間マッティング交流」を開始

し、各部会の勉強会に講師を派遣する等いたしました。

(4)情報管理委員会につきましては、長年の課題となっておりました「ポータルサイト」及び「相談情報シ

ステム」のリニューアルに着手いたしました。「サイボウズ ofHce」 への移行が完了し、ホームページの

コンテンツの再検討について検討を始めました。

(5)会員数について、今期は、入会 1名 、退会 6名で期末人員は 104名 でした。

(6)今期の社会貢献事業として、「公益社団法人 日本野鳥の会」に 10万円を寄付いたしました。

2.事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【17,529】 千円)

事業名 内  容 実施 日時 実施場所 従事者

の

延人数

受益対象者の

範囲と延人数

支出額

(千円)

一般総合

相談事業

○総合相談及び土

曜特別相談

(7相談分野)

(:)クイックレスホ
°
ンス

相談

○平 日の

10～ 16時

第 204土曜

10～ 16時

○稼働日の

緊急相談

SOS本部

SOS本部

15QO∠室:

150名

一般人及び契

約法人勤務者

とlg≧笙

一般人及び契

約法人勤務者

150名

14,213

研修事業 ○セミナー

(9回 )

()7・ 10。 11・ 12

2・ 3月

顧客先 10名 契約法人

勤務者lQQ豊色

1,658

相談員の

スキルアップ

○勉強会・

新入会員研修

(5回 )

()6・ 9・ 902・ 3

3月

SOS本部 10名 自法人 100名 1,658



令和4年4月 1日 から令和5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 SOS総合相談グループ

1.受取会費
受取入会金
正会員受取会費

2.事業収益
相談事業収益
研修事業収益

3.その他収益
事務代行収入
受取利息等

1.事業費
(1)人件費

給料手当
賞与
法定福利費

(2)その他経費
業務推進費
家賃
水道光熱費
旅費交通費
研修費
事業推進費
会議費
研究図書費
消耗品費
事務用品費
減価償却費
通信費
支払手数料
寄付金
交際費
清掃費
その他

事業費計
2.管理費
(1)人件費

役員報酬
給料手当
賞与
法定福利費

(2)その他経費
家賃
水道光熱費
会議費
研究図書費
消耗品費
事務用品費
旅費交通費
減価償却費
通信費
支払手数料
寄附金
清掃費
交際費
租税公課
その他

管理費計

人件費計

その他経費計

人件費計

その他経費計

経常費用計

20,000
1.050.000 1,070,000

31,524,999

17,528,967

15,622,818

30,624,999
900.000

1,560,000

10,924

3,660,000
761,250
575.925

4,997,175

550,095
2,749,998
201,538

2,144,312
818,873

3,189,632
672,250
28,744

774,222
254,972
144,825
328,220
175,450
50,000

0

166,600
282.061

12.531.792

2,400,000
3,660,000
726,250
610.926

7.397.176

2,749,998
201,538
672,251
28,745

774,223
254,973

2,144,312
144,825
328,220
175,450
50,000
166,600

0
300

534.207
8.225.642

1.014.138
Ⅲ.経常外収益

経常外収益計
Ⅳ.経常外費用

経常外費用計

0

0
V.特別利益

特別利益計
Ⅵ.特別損失

特別損失計

0

0
祝 引 前 当 剛 止 1.014.138
法 人 税 、住 民 税 及 235_062
当 期 正 味 財 産 増 779.076
前期繰越正味財産
次期繰越正味財産

11,774,436
12_553_512

1斗



15

金陸墜嵐=田趣盤医
令和5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 SOS総合相談グループ

科   目

18,085,724
200,200
126。 723

11543,968
1,543.968

121.256
121.256

2,750,001
2.750.001

18,412,647

10,274,360

11,774,436

5 225

76

512

22.827.872

2.固定資産
(1)有形固定資産

建物付帯設備
有形固定資産計

(2)無形固定資産
電話加入権

無形固定資産計
(3)投資その他資産

敷金
投資その他資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ.負債の部

負 債 合 計

Ⅲ.正味財産の部

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

流動資産合計

流動負債計

固定負債計

I.資産の部

2.固定負債

1.流動資産
現預金
未収入金
前払費用

1.流動負債
前受消費税
未払法人税等
未払消費税
未払金
未払費用
預り金
前受金

804,264
236,300
638,600
322,275
70,932

159,341



令和4年度  計算書類の注記

盤|も1建:錘!歴勤L,左重!∝1齢:全担i批1塑生i∠

1重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2017年 12月 12日 一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固 定資産の減価償却の方法
①建物付帯設備
・パーティション、電気設備および空調設備については、定率償却 (耐用年数15年 :13.3%)

2固定資産の増減内訳

の他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために ,
必要な事項

。事業費と管理費の按分方法
管理部門要員の稼働実績 (実働時間概算 :事業&管理各業務への関与度合い)に基づき、管理部門要員の事業

部門業務への関与割合(%)を算定。その関与割合 (50%)に より、役員報酬を除く管理部門費を費目ごとに事業

部門に接分している。

取 得 減 少 減価償却累計額

5,850,001

121,256

2.750.001

5,850,001.

121,256

2,750.001

4,306,033

0

0

1,543,968

121,256

2,750,001

4.306.033 4.415.225

電話加入権
の他の資産

敷金

建物付帯設備

8,721,258 8,721,258



包睦 :生庄」塑出量
令和5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 SOS総合相談グループ

科   目 金  額

0

7,268,153

10,817,571

200,200

126,723

18,412,647

41 5

10,274,360

0

22,827,872

1,543,968

121,256

2,750,001

804,264

236,300

638,600

322,275

70,932

159,341

8,042,648

10,274,360

12.553.512



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度年間役員名簿 《前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 SOS総合相談グループ

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間

(該 当者のみに記入)
氏   名

1 〇 ・監事

モ トハシ カツノリ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日本橋 克典

2 〇 ・監事

イシダ イズミ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年

年

月

月

日

日石田 泉

3 〇 ・監事

ツノダ エイジ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年

年

月

月

日

日角田 榮二

4 〇 ・監事

ホンゴウ アキラ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日本郷 亮

5 CD・ 監事
ミヤタ キヨコ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日宮田 浮子

6 ∈藝)。 監事
サイ トウ マユミ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年 月 日齋藤 員弓

7 ∈藝卜監事
ヤジ ヒロシ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年 月

月

日

日年谷治 博史

8 鯉璽
"監

事
マツシタ アキオ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日松下 明夫

9 (整
"監

事
オオヤマ ミツオ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年 月

月

日

日年大山 光男

10 〇 ・監事

ツプキ カズハル 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月

年  月

日

日津吹 一晴



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

つづき

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該 当者のみに記入)氏   名

CD。 監事
カサハラ ケンジ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年

年

月

月

日

日笠原 健治

12 CD・ 監事
ヤマト ヨウイチロウ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年   月   日

年  月  日大和 陽一郎

13 C憂)。 監事
タカギ ヨシヨ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日高木 佳子

14 延肇)・ 監事
キッカフ トモ ヒロ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年 月

月

日

日年吉川 知宏

15 CD。 監事
カワサキ タツヤ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日川崎 達也

16 延肇)・ 監事
タナカ シュウコ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年 月

月

日

日年田中 周子

17 延肇い監事
スズキ トオル 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日鈴木 亨

18 ∈璧>監事
'?Y+ <++ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年 月

月

日

日年松木 将企

19 ∈肇卜監事
カツタ モ トイ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日勝田 基

20 ∈璧射監事
オオサワ マサカツ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月 日

日年 月大澤 雅勝

21 理事〈墓≫
スギタ ヨウイチ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日杉田 洋一

22 理事〈藍≫
-vr= rr, 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日蛯谷 毅



書式第 4号 (第 10条・第 28条関係 )

設立・事業報告用

社員名簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 SOS総 合相談グループ

氏   名

1 江端 鈴美

2 小林 慶子

3 町田 晋平

4 清水 和友

5 多田 純

6 香取 昂宏

7 松山 朋子

8 菅原 和夫

9 大澤 雅勝

10 勝田 基

11 尚樹 孝雄

12 栗原 哲哉


